
業務名：高槻維持出張所管内道路許認可審査・適正化指導業務
調査を実施した業者名、住所：（株）近畿地域づくりセンター　大阪市城東区中央１－８－２７

項　　目

１．その価格により入札した理由

２．手持の建設コンサルタント
　　業務等の状況

３．手持機械等の状況

４．過去において受注・履行した
　　同種又は類似の業務の名称
　　及び発注者

５．経営内容

H29.4.1～H30.3.31
資本金　  　 100,000,000円
売上高　   4,443,035,668円
売上総利益 1,239,423,630円
経常利益     850,418,576円
当期純利益   540,796,535円

H30.4.1～H31.3.31
　  100,000,000円
　4,974,679,304円
　1,481,242,126円
 　 932,841,232円
 　 675,238,430円

H31.4.1～R2.3.31
　  100,000,000円
　5,290,811,571円
　1,473,622,555円
 　 893,294,454円
 　 535,136,307円

６．１から５までの事情聴取した
　　　　結果についての調査検討

７．４の公共機関発注コンサルタ
　　ント業務の成績状況

８．経営状況

９．信用状態

１０．その他の必要な事項

近畿地方整備局

低入札価格調査の実施概要

（株）帝国データバンクに照会をかけたところ「特に問題はない」と回答
を得ている。
特になし。

内　　容

・一般管理費は、自社社員での履行であり削減可能である。
・人件費は公表されている積算基準と単価に基づいて積算したものであ
る。
・同種業務に係る人材機材はすべて自社で賄っており、経費の赤字は出て
いない。
・北大阪維持出張所管内道路許認可審査・適正化指導業務　大阪国道事務
所　H31.4.1～R4.3.31　\199,210,000-
・大阪国道管内道路許認可審査・適正化指導業務　大阪国道事務所
H31.4.1～R4.3.31  \130,691,000-
他提出資料様式４のとおり

－

・高槻維持出張所管内道路許認可審査・適正化指導業務　大阪国道事務所
H30.4.2～R3.3.31　\129.438,000-
・北大阪維持出張所管内道路許認可審査・適正化指導業務　大阪国道事務
所　H28.4.1～H31.3.31　\229,662,000-
その他３件

　調査基準価格に対する入札価格の割合は、79.99％である.業者の積算と
当方の積算を比較すると、一般管理費に大幅な開きが見られた。

　事情聴取においては、下記事項について、重点的に調査確認した。
１）経費削減理由及び実施体制
①一般管理費
　一般管理費については、自社社員での業務実施のため削減が可能、この
価格でも十分採算が取れる。

②履行体制
　５名体制で業務実施し、再委託はなし、代替要因も２名確保し、更に、
業務が急激に増えた場合には、本社より支援要員も２名確保している。
　
　以上、調査基準価格を下回ったが、履行体制は、確保されており、当該
価格での品質及び履行の確保は可能であり、適正に履行がされると判断さ
れる。また、業務履行に際して、再委託はなく、一般管理費も自社社員で
業務を実施することから十分削減が可能なことから問題ないと思われる。

北大阪維持出張所管内道路許認可・適正化指導業務（28～30）８５点
高槻維持出張所管内道路許認可・適正化指導業務（27～29）７９点

非公表


